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令和元年度第２回四街道市子ども・子育て会議 

（仮称）子ども条例検討部会会議録（概要） 

 

日     時  令和元年８月８日（木）午後１時３０分～午後２時２０分 

場     所  保健センター３階大会議室 

出 席 委 員  伊藤部会長、笹岡委員、井澤委員、千脇委員、利光委員、竹原委員、 

府川臨時委員 

欠 席 委 員  なし 

事  務  局  矢部健康こども部長、小島健康こども部参事 

子育て支援課：山﨑課長、三好課長補佐、石川主事 

         教育部指導課：池田主幹 

傍  聴  人   ０人 

 

－－－ 会議次第 －－－ 

１ 開  会 

２ 部会長挨拶 

３ 健康こども部長挨拶 

４ 議  題 

① （仮称）子ども条例（案）について        【資料１・２、参考資料１】 

② その他                     【参考資料２】 

５ 閉  会 

－－－ 議事概要 －－－ 

○開会 

○部会長挨拶 

○健康こども部長挨拶 

○会議の公開・非公開の決定、会議録の作成について 

部会長 本日は傍聴希望者はおりません。 

 また、会議録の発言者名は、会議の公開に関する規定により明記することとなっ

ているので、本会議においても同様とする。 

 

○議題１ （仮称）子ども条例（案）について 

部会長 議題①「（仮称）子ども条例（案）について」事務局より説明をお願いする。 

事務局 まず、子どもからの意見聴取について報告する。前回会議にて「森まつり以外の

場で子どもから意見聴取する機会はあるか」とのご意見をいただいた。それを受

けて、千脇委員のご協力を得て、通学合宿及び子ども会の実技講習会に参加した

小学校高学年４６人を対象に、こどもプラン策定のためのアンケート調査に設問

を２点追加する形で実施した。 

《参考資料１について事務局説明》 

続いて条例案について説明する。 
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《資料１・２について事務局説明》 

部会長 ただいまの説明について、何かご意見はあるか。前文についてはいかがか。 

府川委員   いきなり「あなたたち…」と始まっているので、最初に「子どものみなさん」と

呼びかけるようにしてはどうかと感じたが、全体を通して読むと多少の違和感は

残るものの、案のままでもよいかなとも思う。 

井澤委員 

 

部会長 

 

 

 

 

 

利光委員 

 

 

部会長 

利光委員 

部会長 

事務局 

 

 

 

部会長 

事務局 

 

 

 

 

部会長 

「あなたたち」がいきなり来るのは少々違和感があった。「子ども一人ひとり」

から始まってもよいのではないか。 

「あなたたち…」の始まり方について事務局にて再度検討いただきたい。 

第１条目的・第２条言葉の意味について何かご意見はあるか。 

《意見なし》 

第３条市民などの役割について何かご意見はあるか。 

《意見なし》 

第４条学校などの役割について何かご意見はあるか。 

第５条市の役割でいじめや虐待などが書かれているが、それは学校などでも予防

したり発見したりできるものだと思う。市だけではない。初めに気付くところが

学校などだと思う。 

第４条に虐待などの項目を入れたほうが良いということか。 

市の役割で入っているので、学校などの役割にも入っていいのでは。 

事務局としてはどうか。 

実際には学校や保育園、幼稚園で発見されることも多い。また、近隣住民の方の

場合もある。しかし、個別の細かい内容については市が行う基本的な取り組みと

して記載している。虐待やいじめについては、市民などの役割や学校などの役割

では入れなくてよいと考えている。 

市の役割の中に含められているという考え方でよろしいか。 

学校の役割だと、第４条第２項の「安心して育ち、学ぶことができる環境をつく

る」という表現の中に、虐待などの対応も包括的に含めていると考えている。市

の役割にあるようなことは、ほとんどが市民や学校などそれぞれの立場で役割を

設定しようと思えばできるもの。しかし、そうするとボリューム的にも大きくな

ってしまう。そのため、個別の内容については市の役割のみの記載とした。 

その他、何かご意見はないか。 

第５条市の役割～第 12条について何かご意見はあるか。 

《意見なし》 

意見の出た点に関しては、再度検討をお願いしたい。 

 

○議題２ その他 

部会長 議題②「その他」ですが、事務局から何かあるか。 

事務局 

 

 

今後の開催予定を連絡する。次回会議は１０月を予定している。次回が部会とし

ては最終回となる。内容は本日いただいた意見を踏まえて修正案をお示しする。

条文の解説の精査も行い、条例案と解説の最終案という形でお示しする。第３回
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会議で皆様のご承認をいただけたら部会から本会へ報告する流れとなるので、報

告案という形で次回資料をお作りし、皆様からご意見を伺いたい。条例名だけ検

討が済んでいないが、部会としての案を次回決定し、本会に提出する予定である。

条例名に関しては、皆様からご提案いただき、次回検討したい。 

《参考資料２について事務局説明》 

次回会議の１週間前くらいに事務局からご連絡するので、条例名の案をご提案い

ただきたい。 

部会長 最後に全体を通して何かあるか。 

《意見なし》 

  

○閉会 

部会長 以上で本日の子ども･子育て会議（仮称）子ども条例検討部会を終了する。 

 


